
横浜市における
空家対策の取組状況について
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１ 横浜市の空家をとりまく現状
横浜市の住宅の総数と世帯数の動向 （住宅・土地統計調査より）
・住宅の総数は平成25年で約177万戸であり、緩やかな増加傾向が続いている。
・世帯数は平成25年で約159万世帯であり、平成10年以降住宅総数が世帯数を上回る状態

図 横浜市の住宅の総数と空き家率
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空家率は10.09% 平成20~25年は上昇傾向
横浜市の住宅の総数と空家率 （住宅・土地統計調査より）
・空家率は平成25年で10.09%、約17万８千戸。平成20～25年の期間は上昇傾向になっ
た。※空家率には、マンション等の空き室も含む。

9.95 

9.68 9.66 

10.09 

9.00

9.20

9.40

9.60

9.80

10.00

10.20

10.40

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

平 10 平 15 平 20 平 25

空き家率（％）住宅総数（戸）

住宅総数

空き家率

図 横浜市の住宅の総数と空家率
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空家率と空家の増加率の地域比較 （住宅・土地統計調査より）
・平成25年時点の空き家率は10.09％、空家の増加率（H20～25）は11.02％
・横浜市は、全国や東京圏の他地域と比較して、空家率は低いが、空家の増加率は高い傾向
にある。

空家率は低いが、空家の増加率が高い

図 空家率と空家の増加率の地域比較
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市内では郊外部より都心部で空家率が高い

図 空家率の地域比較(H25)

空家率の地域比較 （住宅・土地統計調査より）
・横浜市内では、郊外部より都心部で空家率が高い
・周辺市区町村と比較すると、東京都心周辺の一部の区や県南・県西の市町が比較的高い
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一戸建て空家の多くが「その他の住宅」
一戸建て住宅と共同住宅等の空家種類別内訳の比較（H25）
・一戸建て住宅の空家は、「その他の住宅」が72％（約２万戸）と最も多い。
・共同住宅等の空家は、「賃貸用の住宅」が73％（約11万戸）と最も多い。

二次的2%

賃貸用
11%

売却用
15%

図 一戸建の住宅の空家の内訳

その他の住宅
72％

（20,760戸）

図 共同住宅等の住宅の空家の内訳

◆共同住宅等の「賃貸用の住宅」は流通していると考えられるため、
空家対策の主な対象を“一戸建の住宅の「その他の住宅」”とする。

（109,320戸）

総数149,310戸総数28,740戸
二次的1%

賃貸用の住宅
73%

（109,320戸）

売却用4%

その他の住宅
21%
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図 一戸建に占める空き家の推移

一戸建ての「その他の住宅」は５年間で約1.3倍に増加

一戸建ての空家の動向 （住宅・土地統計調査より）
・売却・賃貸用等以外の、利用されていない「その他の住宅」が約２万戸である。
・「その他の住宅」は平成20年から平成25年の５年間で約5,000戸、約1.3倍に増
加している。
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図 一戸建て住宅総数に占める
「その他の住宅」の空家率の
地域別比較(H25)

郊外部より都心部で一戸建てその他空家の割合が高い

9



◆調査地区：都心部のうち空き家数が特に多いと思われる密集市街地
【西区西戸部町1丁目、西区東久保町】

郊外部のうち駅から500ｍ以遠にある郊外住宅地
【旭区中沢1～3丁目、今宿1～2丁目】

◆調査時期：H25.8～9月

◆調査対象：水道が5年以上閉栓している建築物や敷地のうち、
賃貸や売買用という表示がなく居住の様子がない建築物と
空き地（駐車場、菜園等管理されているものを含む）を対象。
※住宅・土地統計調査の「空き家」とは異なる定義で調査を行って
います。

◆ヒアリング：外観調査後、調査地区内の自治会や近隣住民へ影響等につい
てヒアリング。

平成25年 横浜市における空家実態調査について
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西区
西戸部町1 14.1 641 34 4 30 23

(76%)
19

(63％)
15

(50％)
12

(40％)
6

(20％)
2

(7％)
西区
東久保町

20.7 1068 45 24 21 16
(76%)

14
(47％)

9
(30％)

5
(17％)

2
(7％)

3
(10％)

旭区
中沢1～3
今宿1～2

123.2 3946 31 17 14 7
(50%)

3
(10％）

2
(7％)

3
(10％) 0 0

課題のある空家は、都心部の密集市街地に多い
外観調査結果
●密集市街地の方が空家数が多く、また、課題のある空家も多い。
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密集市街地（西区）

郊外住宅地（旭区）

・空家が多い。（戸建総数のうち３％）
・外壁が裸木造など延焼しやすい建築物や樹木が繁茂している空き家が多い。
・道路の接続状況がよい空家が除却され、駐車場となっているケースも見られた。
（ヒアリングより）
・地域で課題となっている空家に対して所有者や管理者が不明のため対応ができない。
・権利関係が複雑であるため、手を加えようとしてもできない。

・空家が少ない。（戸建総数のうち0.4％）
・課題のある空家が少ない。特に老朽等による建築物の危険性は見られなかった。
（ヒアリングより）
・将来、地域のコミュニティに支障が生じるのではないかという不安がある。
・自治会等による管理体制が自主的に生まれている地域がある。

ソフト的な課題が多い

ハード的な課題が多い

地域により空家の課題が異なる
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空家予備軍が増加傾向にある。

13.81 

14.77 

19.17 

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成15 平成20 平成25

持
ち
家
で
暮
ら
す
単
身
高
齢
世
帯
の
比
率

（
％
）

持
ち
家
で
暮
ら
す
高
齢
単
身
世
帯
（
世
帯
）

持ち家で暮らす単身高齢者数

持ち家で暮らす単身高齢者比率

図 持ち家で暮らす単身高齢世帯の動向

持ち家で暮らす単身高齢世帯の動向
・持ち家に住む単身の高齢者世帯が増えている。
・高齢者がいる世帯の中で持ち家で暮らす単身構成世帯の比率も上昇している。
・今後も、戸建の空家が増加する要因になると考えられる。
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・所有者が多数いて、権利関係の整理が難しく、対
策の方法が分からない。

・単身高齢世帯について、施設に入所等の理由によ
り、所有者が不在となり、管理がなされない。

・改修・解体をしたくても、費用がかかるため、
実行に移せない。

・中古住宅として活用できる住宅（構造や設備等）
なのか、分からない。

・中古住宅として売買や賃貸等の意向があっても、
ノウハウがない。

・遠方におり、定期的な管理が難しい。

・空家を活用したいと思っても、手続等が分からない。 総合的な
対策が
必要！

・密集市街地にあり、建替えが困難な敷地であり、対
応ができない。

空家対策を進める上での課題
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目的
空家等対策を総合的かつ計画的に
実施するため、横浜市の基本的な
取組姿勢や対策を示す。

位置づけ
空家特措法第６条に規定する空家等対策計画

計画期間
2015（平成27）年度から2018（平成30）年度
までの４年間
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２ 横浜市空家等対策計画について（Ｈ28.２月策定）
配布資料：横浜市空家等対策計画概要版

県内初！
政令市初！



対策の主な対象：「一戸建の空家」

一戸建の空家
(その他の住宅)
20,760戸

腐朽・破損あり
7,330戸

一戸建の住宅
608,030戸

《予防》 《流通・活用の促進》 《管理不全の解消》 《除却等指導》

一戸建の空家（その他の住宅）の内訳と対策のイメージ
・一戸建の空家の「その他の住宅」のうち、さらに腐朽・破損ありの住宅が約７千戸あ
る。
・そのうち、管理不全でそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ
る状態等が、空家特措法の特定空家として、除却等の指導対象となりうる。
・住宅の状況に応じて、空家化の予防、流通・活用の促進、管理不全の解消等の対
策を講じていく必要がある。
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○市民の安全・安心を確保
するための実効性のある対応

○地域の活性化・まちの魅
力向上に向けた流通・活用
の促進

○実現に向けた地域住民、
専門家団体など多様な主体
の連携

所有者

専門家
団体・
NPO

民間
事業者

行政

大学

地域
住民

（１）空家対策の基本的な理念



多様な主体の連携：専門家団体との協定締結
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横浜市と専門家団体が「空家等対策に関する協定」を締結
→建築・法務・不動産・税務・まちづくり NPOなど専門家団体と
連携・協力
・神奈川県宅地建物取引業協会 ・全日本不動産協会神奈川県本部横浜支部
・神奈川県弁護士会 ・神奈川県司法書士会
・横浜市建築士事務所協会 ・NPO法人横浜プランナーズネットワーク
・神奈川県土地家屋調査士会 ・神奈川県不動産鑑定士協会
・神奈川県行政書士会 ・東京地方税理士会
・横浜市シルバー人材センター

【取組内容】
・空家に関する市民相談窓口の開設・相談会の開催
・横浜市空家等対策協議会への参加
→横浜市空家等対策計画も、専門家の助言を受けながら策定
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取組の柱 代表的な施策

①空家化の予防

・啓発リーフレットの作成・配布【配布資料】
・納税通知書を活用した適正管理のお願い【資料３】
(H27.4～実施。H29.4は約120万通送付）

・専門家団体と連携した相談窓口設置・相談会の開催
・空き家の譲渡所得特別控除制度の周知・対応

②空家の
流通・活用促進

・空家の流通・活用の手引きの作成【資料４】
（子育て支援施設や多世代交流サロン等への活用）
・子育て世帯向け賃貸住宅としての流通促進【資料５】
・産学官連携によるシェアハウスとしての利活用

③管理不全な
空家の防止・解消

・シルバー人材センターによる維持管理（H27.12～）
(実績：空家管理4件、除草・樹木剪定234件)(~H28.12)
・空家特措法に基づく改善指導の実施
（市民からの相談：H27年度:約600件、

H28年度:約400件(12月末時点））
④空家に係る
跡地の活用 ・密集市街地における防災広場としての跡地活用

Ｚｚｚ・・・

（２）取組の４本柱
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【掲載内容】
・適正管理のお願い
・空家セルフチェックシート
・空家特措法の概要
・住まいの相談窓口のご案内
・空家に関する相談窓口のご案内

↓
協定を締結している専門家団体で開
設している空家相談窓口を掲載

啓発リーフレット「空家のはなし」
市民情報室や区役所等で配布。

（３）空家化の予防に向けた取組
【啓発リーフレットの作成・配布】 配布資料参照
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（３）空家化の予防に向けた取組
【専門家団体と連携した空家相談会の開催】



（３）空家化の予防に向けた取組
【空き家の譲渡所得特別控除の周知・対応】 H28.4～
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相続人が、相続により生じた古い空き家又は当該空き家の除却後の敷地を平成28
年４月１日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合、譲渡所得から
3,000万円を特別控除する。市町村が被相続人居住用家屋等確認書を交付する。

制度内容

【実績】 ３月末時点：250件超 →政令市でも突出した件数
※耐震リフォームして譲渡するケースは僅か

※参考 １月末時点の政令市の申請状況
①横浜市：159件 ②名古屋市：98件 ③大阪市：49件 ④さいたま市：46件



（４）空家の流通・活用促進に向けた取組
【空家の流通・活用の手引きの策定】 資料４参照
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市内の活用事例 【金沢区 ジュピのえんがわ】
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・子どもの居場所（駄菓子屋）を核とした

多世代が立ち寄れるサロン

・地域住民によるグループが運営

・地域ケアプラザの出前講座や

地元野菜の販売、交流イベント等を実施

・建物が古く、補強工事を実施

・区の助成事業を活用
（金沢区空き家等を活用した地域の「茶の間」支援事業（平成25年度～）



（４）空家の流通・活用促進に向けた取組
【子育て世帯向け賃貸住宅としての流通促進】 資料５参照

25



26

（４）空家の流通・活用促進に向けた取組
【産学官連携によるシェアハウスとしての利活用】

学（横浜市立大）：空き家探し、プラン作成、入居者募集、借り上げ等
官（金沢区） ：空き家探し、プランへの指導、地域とのつながり等
産（京急ｸﾞﾙｰﾌﾟ） ：空き家探し、プランへの指導、所有者交渉、買取り

リノベーション実施、シェアハウスの運営・管理等

役割分担
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（４）空家の流通・活用促進に向けた取組
【産学官連携によるシェアハウスとしての利活用】

大学教育賞：谷津ばあの家
金沢区長賞：ふくろくじゅく

京急賞：マルチコミュニケーションハウス
（留学生と日本人学生のシェアハウス） →実現へ
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３ 今後の取組と課題
○効果的な啓発の実施（セミナー・相談会の開催等）
＜課題＞
空家所有者の特定の困難さ、居住地が市外のケース
→相続登記の推進、地域による見守り、広域連携の必要性

○既存ストックの流通・活用を促進する仕組みの構築
＜課題＞
新築前提の法制度等
→用途転用を柔軟に促す制度体系への転換

○郊外戸建て住宅地の再生に向けた取組
＜課題＞
高度成長期に造成された郊外戸建て住宅地の老朽化・高齢化
（相続に伴い空家が大量発生するおそれ）

→「住む」住宅地から、多世代のための「住む」「活動する」「働く」
を実現できる郊外住宅地への転換


